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協同の發見 2001.12 No.114

協同労働法制化市民会議事務局2001.9.17

第一　総則第一　総則第一　総則第一　総則第一　総則

一　目的一　目的一　目的一　目的一　目的
この法律の目的は、「労働者その他の市民
が協同労働による事業を行うための組織
に対し法律上の能力を与えること等によ
り、労働者その他の市民が自発的に就労
の機会を創出する活動を推進し、併せて
これらの者が地域社会の発展に貢献する
活動を促進し、以て国民経済の発展と国
民生活の安定に寄与すること」とする。

二　定義　二　定義　二　定義　二　定義　二　定義　
1.協同労働とは、「働く意思のある者が協同
で事業を行うために出資をし、これらの
者が協同で経営を管理し、物を生産し、又
は役務を提供すること」をいうものとす
る。

2.〇〇とは、「自発的に結合した労働者その
他の市民による協同労働によって事業が
行われ、これらの者が共同で所有し、民主
的に管理する、協同組合」をいうものとす
る。(註　かかる定義が必要かどうかは、
最終段階で決定する。)

三　組合基準三　組合基準三　組合基準三　組合基準三　組合基準
1.〇〇の組合要件は、以下の各号とするこ
ととする。
（一）組合員が任意に加入し、又は脱退す

ることができること。
（二）組合員の出資1口の金額は、各組合

員において同一の金額であること。
（三）組合員の議決権及び選挙権は出資口

数にかかわらず、平等であること。

協同労働の協同組合法協同労働の協同組合法協同労働の協同組合法協同労働の協同組合法協同労働の協同組合法・・・・・要綱案要綱案要綱案要綱案要綱案(((((補正版補正版補正版補正版補正版)))))

要綱案の性格要綱案の性格要綱案の性格要綱案の性格要綱案の性格　最終的な確定案とはせず、論議の推移によって変更がなされることを前提と
して幹事会で採択され、6月30日の市民集会に提案されたものです。

　その後に発見された誤記等を訂正してあります。
   ただし、第一の四(事業)については、原案に差し戻しましたが、工夫する必要があるとの
見解が出されています

名称問題名称問題名称問題名称問題名称問題　「協同労働の協同組合法」という名称はともかくとして、法案の名称としては難が
あり、最終的には、以下のいずれかに落ち着かせざるを得ないという判断に立っています。
しかし、これについては、幹事会が選択判断を下していませんので、この部分については
選択肢をそのままに掲げ、今後の論議に委ねます。　

名称の選択肢名称の選択肢名称の選択肢名称の選択肢名称の選択肢　「市民労働協同組合法」または「協同労働事業協同組合法」

名称の処理名称の処理名称の処理名称の処理名称の処理　以下、6月 30日公表案中の「協同労働の協同組合」とある所は、上記の選択と
関連するので、〇〇とします。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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（四）剰余金を、就労創出積立金、教育積
立金、福祉目的基金、全国非営利協　
同基金、拠出積立金（これらの積立金、
基金を非営利協同基金と総称する）を
積み立てることとし、これらの非営利
協同基金は不分割の積立金とし、組合
の解散に際しても組合員の間で分配さ
れず、他の協同組合等に定款の定めに
従い譲渡するものであること。

（五）剰余金を処分する場合には、まず非
営利協同基金の積立を行い、残余があ
る場合に労働に対する割り戻し及び組
合員が承認するその他の活動に配分
し、更に残余がある場合に出資に対す
る配当を行い得るものとし、その場合
には、出資に対する配当の率は、制限
され得ること。

（六）組合員により民主的に管理、運営さ
れる自治組織であること。

（七）協同組合間の協同を促進するもので
あること。

2.組合員は原則として協同労働に従事する
こととする。

四　事業四　事業四　事業四　事業四　事業
　〇〇は下記の事業を行うこととする。
（一）社会に有用な物又は役務を提供し自

発的に労働の機会を拡大する事業
（二）組合員及び就労希望者の、職業能力

及び協同労働の協同組合に関する知識
の向上を図る事業

（三）組合員の生活の共済に関する事業
（四）地域社会の福祉の向上を推進する事

業
（五）協同労働の協同組合間の協同及び前

各号のいずれかの事業を主たる事業と
して行う法人等との地域的協同を促進
する事業

（六）前各号に付帯する事業
五　種類五　種類五　種類五　種類五　種類・・・・・名称及びその使用制限名称及びその使用制限名称及びその使用制限名称及びその使用制限名称及びその使用制限
〇〇の名称、その使用、効力等について、
所要の規定を整備する。

六　法人格六　法人格六　法人格六　法人格六　法人格
〇〇及び事業連合 (以下、組合と総称)は、
法人とするものとする。

七　住所七　住所七　住所七　住所七　住所
組合の住所は、その主たる事務所の所在
地にあるものとする。

八　登記八　登記八　登記八　登記八　登記
この要綱の規定により登記しなければな
らない事項は、その登記の後でなければ、
これをもって第三者に対抗することはで
きないものとする。

第二　組合員第二　組合員第二　組合員第二　組合員第二　組合員

一　組合員たる資格一　組合員たる資格一　組合員たる資格一　組合員たる資格一　組合員たる資格
1.〇〇たる資格は、組合における協同労働
に従事する意思のある者(従事組合員)と
し、併せて下記に掲げる者も定款の定め
に従って組合員になることができること
とする。
（一）組合の提供する物または役務を利用

するのみの者（利用組合員）
（二）組合の目的に賛同して出資を行うの

みの者（出資組合員）
2.出資のみの組合員の組合員総数に対する
割合は、定款でこれを定めることとする。

二二二二二　定款で、上記の各組合員の種類に応じ
て、表決権の行使に関して必要な定めを
することができることとする。

三　三　三　三　三　〇〇が組合への加入申込を制限すること
ができる所要の規定を整備する。

四四四四四　事業連合の会員たる資格は、下記に掲げ
る者で定款で定めることとする。
（一）〇〇
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（二）他の法律により組織された協同組合
等であって本法で定める組合基準を備
え、且つ組合の事業と同種の事業を行
うことを目的とするもの

五五五五五　〇〇の組合員（事業連合の会員を含む。
以下、組合員と総称）たる資格及び連合組
織の会員たる資格は、
（一）出資をした後でのみ、これを取得す

ることができることとする。出資に関
して所要の規定を整備する。

（二）1組合員の有しうる出資限度額につ
いては、所要の規定を整備する。

（三）1組合員の責任は、経費を賦課する場
合を除いて、出資金額を限度とするこ
ととする。

六　組合員の権利及び義務六　組合員の権利及び義務六　組合員の権利及び義務六　組合員の権利及び義務六　組合員の権利及び義務
1.組合員は、組合の管理において下記の権
利を有することとする。
（一）議決権並びに選挙権及び被選挙権
（二）組合の重要事項に関する情報の開示

を要求する権利
（三）事業計画の作成及び協議に参加する

権利
（四）その他この要綱で定められる各種の

請求権
2.組合員は、この要綱又は定款の定めに従
い、組合の設立目的を実現するために必
要な範囲で義務を負い、組合の秩序を維
持する責任を負うこととする。

3.組合員は、従事組合員に対して経費を賦
課することができることとする。

七　組合員の責任七　組合員の責任七　組合員の責任七　組合員の責任七　組合員の責任
組合員又は会員は、その責に帰すべき行
為によって組合及び、又は連合組織に損
害を与え、又は損失を発生させた場合に
はこの要綱又は定款の定めに従い財産的
責めを負うこととする。

八　脱退八　脱退八　脱退八　脱退八　脱退
組合員は、任意に脱退することができる
ものとする。ただし、この要綱又は定款
で、その定める一定期間前に組合に対し
て脱退の予告をすることを要する旨及び
予告をした事業年度末をもって脱退する
旨を定めることを妨げないものとする。

九　法定脱退記九　法定脱退記九　法定脱退記九　法定脱退記九　法定脱退記
　1.八の場合のほか、組合員は　　
（一）組合員たる資格の喪失
（二）死亡又は解散
（三）除名
　によって脱退するものとする。
2.組合員の除名は、総会の決議によってす
ることができるものとし、その所要の規
定を整備する。

十　脱退した組合員の権利及び義務十　脱退した組合員の権利及び義務十　脱退した組合員の権利及び義務十　脱退した組合員の権利及び義務十　脱退した組合員の権利及び義務
1.脱退した組合員は、払込済出資金額の全
部又は一部の払戻を請することができる
こととする。

2.組合は、脱退した組合員に対してその負
担に帰すべき損失額の払込を請求するこ
とができることとする。

十一　時効十一　時効十一　時効十一　時効十一　時効
脱退した組合員の請求は、2年を時効とす
る。

十二　出資口数の減少手続十二　出資口数の減少手続十二　出資口数の減少手続十二　出資口数の減少手続十二　出資口数の減少手続
定款の定めに従い出資口数を減少させる
ことができることとする。

第三　管理第三　管理第三　管理第三　管理第三　管理

一　定款一　定款一　定款一　定款一　定款
　定款で下記の事項を記載することとする。
（一）事業
（二）名称
（三）事務所の所在地
（四）組合員たる資格の得喪に関する規定
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（五）財産的貢献及びその限度額に関する
規定

（六）剰余金処分又は損失処理に関する規
定

（七）経費の分担に関する規定
（八）準備金の額及びその積立に関する規

定
（九）組合員の権利義務に関する規定
（十）多選の制限を含む選挙又は選任に関

する規定並びに役員及び理事会に関す
る規定

（十一）事業年度
（十二）公告の方法
二　規約二　規約二　規約二　規約二　規約
定款で定めなければならない事項を除い
て規約で定める必要のある事項を整備す
る。

三　役員三　役員三　役員三　役員三　役員
1.組合は、役員として理事を3人以上、監事
を1人以上置くこととする。

2.組合の役員は、組合員が総会（設立時の役
員は創立総会）において選挙することと
する。

3.組合の理事の定数の少なくとも5分の4、
監事の定数の少なくとも2分の1は、組合
員（事業連合の場合は、事業連合を構成す
る組織の組合員）でなければならない。組
合員理事の過半数は従事組合員でなけれ
ばならない。

4.女性役員の積極的登用について定款で所
定の規定を整備することとする。

5.組合の監事は、理事を兼ねてはならず、ま
た利用組合員若しくは出資組合員であっ
てはならないこととする。

四　理事四　理事四　理事四　理事四　理事
1.理事の職務については、商法第266条第2
項（取締役の無過失責任）、第3項（取締

役の免責挙証責任）及び第5項（責任の免
除）等を含めて所要の規定を整備する。

2.役員の任期、解任及び補充については、所
要の規定を整備する。
（一）役員の任期は3年以内の期間とし、再

選は妨げないが、連続で6年を超える
多選はこれを禁止する。

（二）補充役員の任期は、前任者の残存期
間とする。

（三）設立当時の役員の任期は、創立総会
で定める1年を超えない期間とする。

五　理事会五　理事会五　理事会五　理事会五　理事会
1.理事会は、組合の業務執行を決し、代表理
事の職務の執行を監督することとする。

2.理事会の議長は、定款の定めるところに
より、理事会開催の都度これを選任し、ま
た、議事録を作成する義務を負うことと
する。

3.理事会は、理事のうちより代表理事を選
任する。但し、定款で代表権の制限をしな
いときは、この限りではないとする。

4.前項但し書きにより代表権の制限に関し
て定めをしないときは、代表理事とある
のは、これを理事と読み替え、民法第53条
の規定を準用することとする。

六　常備書類等六　常備書類等六　常備書類等六　常備書類等六　常備書類等
理事が常備しなければならない定款その
他の書類等に関しては、所要の規定を整
備する。

七　決算関係の書類の提出、七　決算関係の書類の提出、七　決算関係の書類の提出、七　決算関係の書類の提出、七　決算関係の書類の提出、常備及び閲覧常備及び閲覧常備及び閲覧常備及び閲覧常備及び閲覧
理事が監事に提出し常備すべき書類は、
事業報告書、貸借対照表、損益計算書、付
属明細書、積立金明細書、財産目録、剰余
金処分案又は損失処理案とし、常備及び
閲覧に関する所要の規定を整備する。

八　監事八　監事八　監事八　監事八　監事
監事が理事の職務の執行を監査するにつ
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いて、所要の規定を整備する。
九　理事と監事との関係九　理事と監事との関係九　理事と監事との関係九　理事と監事との関係九　理事と監事との関係
理事は、組合に著しい損害を及ぼすおそ
れのある事実を発見したときは、直ちに
監事に報告を行わなければならないこと
とする。

十　監事の義務その他の規定十　監事の義務その他の規定十　監事の義務その他の規定十　監事の義務その他の規定十　監事の義務その他の規定
1.監事は、総会提出議案その他の文書が法
令若しくは定款に違反し、又は著しく不
当な事項があると認めるときは、総会に
その意見を報告する義務を負うこととす
る。

2.商法第275条ノ2第2項（取締役の行為に
ついての差止請求権）は監事にこれを準
用することとする。

3.監事が組合を代表する場合について、所
要の規則を整備する。

4.監事の職務懈怠に関する責任に関しては、
所要の規定を整備する。

十一　監査委員会十一　監査委員会十一　監査委員会十一　監査委員会十一　監査委員会
組合員数（事業連合にあっては、事業連合
を構成する組織の組合員数）が100名を超
える組合は、監査委員会を設置する。監査
委員会の業務等については、監事に関し
て整備すべき所要の規定を準用すること
とする。

十二　商法等の準用十二　商法等の準用十二　商法等の準用十二　商法等の準用十二　商法等の準用
理事及び監事について商法に定められて
いる諸規定を必要に応じて、所要の準用
規定として掲げること。

十三　総会十三　総会十三　総会十三　総会十三　総会
1.組合の総会の議決を経なければならない
事項は、下記とすることとする。
（一）定款の変更
（二）規約及び共済規程の設定及び改廃
（三）組合の解散及び合併
（四）毎事業年度の事業計画の設定及び変

更
（五）収支予算
（六）出資1口の金額の減少
（七）借入金額の最高限度額
（八）事業報告書、貸借対照表、損益計算

書、付属明細書、積立金明細書、剰余
金処分案又は損失処理案

（九）組合員の除名及び役員の解任
（十）連合会及び事業連合への加入又は
（十一）その他定款で定める事項
2.定款の変更は、行政庁の認証を受けなけ
れば、その効力を生じないこととする。

3.通常総会では、上記の事項について決定
を行い、臨時総会では、それを招集する目
的となった事項に限ってこれを決定する
ことができるものとする。

4.通常総会の招集に関しては、所要の規定
を整備する。

5.臨時総会の招集権者について、所要の規
定を整備する。

十四　招集十四　招集十四　招集十四　招集十四　招集
1.総会は、この要綱に別段の定めがある場
合を除き、代表理事が招集するものとす
る。

2.代表理事は、毎年一回、一定の時期に、通
常総会を招集しなければならないものと
する。

3.その他、監事又は組合員の請求にかかる
臨時総会の招集に関して所要の規定を整
備する。

十五　招集通知十五　招集通知十五　招集通知十五　招集通知十五　招集通知
総会を招集するについては、定款で定め
る公告の方法によらねばならないことと
する。

十六　総会の種類十六　総会の種類十六　総会の種類十六　総会の種類十六　総会の種類
定款で、必要に応じて、従事組合員のみか
らなる総会及びその他の組合員からなる
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総会に関して定めをなすことができる。
従事組合員からのみなる総会は、その他
の組合員からなる総会の議決を尊重する
こととする。

十七　議決の要件十七　議決の要件十七　議決の要件十七　議決の要件十七　議決の要件
1.議決の要件について所要の規定を整備す
る。ただし、整備するについて、総会は、
その総組合員の過半数以上が出席し、そ
の議決権の3分の2の多数をもって議決す
る下記の事項を除外して、出席者の議決
権の過半数でもってこれを議決すること
ができ、可否同数のときは、議長の決する
ところによることとする。総組合員の計
算にあたっては、必要に応じて、従事組合
員のみからなる総会及びその他の組合員
からなる総会の各々について、別途の計
算を行うことができることとする。（一）
定款の変更
（二）組合の解散及び合併
（三）組合員の除名
（四）共済事業の全部譲渡
（五）出資1口の金額の減少
2.上記の除外事項は、これを特別多数議決
事項と称することとする。

十八　　組合員の請求権十八　　組合員の請求権十八　　組合員の請求権十八　　組合員の請求権十八　　組合員の請求権
組合員が議決された事項に付いてその決
定の取消または無効を主張する場合の要
件に関して、所要の規定を整備する。

十九　総代会十九　総代会十九　総代会十九　総代会十九　総代会
1.広域的に活動し複数の事業所を有する〇
〇又は100名を超える組合員を有する組合
は、総会に代わり総代会を設けることが
できることとする。

2.その総代の定足数は、その選挙のときに
おける総組合員の5分の1以上の定足数を
下回ってはならない。十七の1ただし書き
の定めをこの場合において準用すること

とする。
3.総代会の議決要件に関しては総会の規定
を準用することとする。

二十　減資手続二十　減資手続二十　減資手続二十　減資手続二十　減資手続
組合において出資1口の金額を減少させた
ときは、商法第376条等、商法所定の減資
の手続を準用することとする。

二一　積立金等二一　積立金等二一　積立金等二一　積立金等二一　積立金等
1.〇〇は、定款の定めにより、組合の非営利
協同基金として、毎事業年度において、そ
の剰余金のうちより下記の各号に従って、
（一）就労創出積立金として、その10分の

1を
（二）第一、四(事業)の（二）に規定する

事業に充てる教育積立金として、その
20分の1以上を

（三）第一、四(事業)の（四）に規定する
事業に充てる福祉目的基金として、そ
の20分の1以上を積み立てることとす
る。

 2.〇〇の全国連合会の会員は、全国的な〇
〇の振興を図るための基金である全国非
営利協同基金に拠出する目的で、毎事業
年度においてその剰余金の100分の3以上
を積み立てなければならないこととする。

3.前項に規定する積立金は、〇〇の全国連
合会の定款の定めに従って、これを当該
全国連合会に拠出することとする。

4.第1項に規定する非営利協同基金は、所定
の目的以外にこれを流用してはならない
ものとする。積み立てられ、又は拠出され
て組合に管理される非営利協同基金は非
課税とするものとする。

二二　準備金二二　準備金二二　準備金二二　準備金二二　準備金
1.組合は、定款に定める額に達するまでは、
毎事業年度の剰余金の10分の1以上を準
備金として積み立てなければならないこ
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ととする。
2.準備金の額は、総出資総額の2倍を下回っ
てはならないものとする。

二三　剰余金の割戻二三　剰余金の割戻二三　剰余金の割戻二三　剰余金の割戻二三　剰余金の割戻
1.組合は、損失を補填し、二一及び二二に定
める金額を控除した後でなければ剰余金
を割り戻してはならないこととする。

2.剰余金の割戻は、定款の定めるところに
従い、協同労働又はその利用の分量若し
くは出資額に応じる外、これをしてはな
らない。但し、定款で、出資に対する割戻
を定めないこともできることとする。

3.前項に掲げる割戻は、法人税法第61条に
規定する「利用割り戻し」として損金に算
入することができることとする。

4. 第 2 項の規定により剰余金を割り戻す場
合に、出資額に応じて割戻を行うときは、
年〇分を超えてはならないこととする。

第四　設立第四　設立第四　設立第四　設立第四　設立

一　設立手続一　設立手続一　設立手続一　設立手続一　設立手続
1.〇〇を設立するには、協同労働に従事す
る組合員になろうとする4名以上が、事業
連合を設立するには、その会員になろう
とする2以上の〇〇等が発起人となり、設
立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人
名簿を作成し、賛同者を募って創立総会
を開くこととする。

2.創立総会の議事に関しては、所要の規定
を整備することとする。

二　設立の認証二　設立の認証二　設立の認証二　設立の認証二　設立の認証
1.設立の認証を請求するについて、所要の
規定を整備する。

2.設立を認証するについて、行政庁の認証
権の拘束を含めて所要の規定を整備する。

3.認証又は不認証の通知に関して、所要の
規定を整備する。

三　事務の引継三　事務の引継三　事務の引継三　事務の引継三　事務の引継
1.前条にいう設立の認証があったときの発
起人から理事への事務の引継に関して、
所要の規定を整備する。

2.理事は、事務の引き渡しを受けたときは、
遅滞なく出資の第1回の払込をさせなけれ
ばならないこととする。

四　設立の時期四　設立の時期四　設立の時期四　設立の時期四　設立の時期
1.組合は認証の後に速やかに設立登記を行
うこととする。

2. 認証があった日より6月を経過しても設
立登記を行わないときは、当該の認証を
取り消すことができるものとする。

五　設立に関する商法の準用五　設立に関する商法の準用五　設立に関する商法の準用五　設立に関する商法の準用五　設立に関する商法の準用
組合の設立については、商法第428条の規
定を、必要な読み替えをして準用するこ
ととする。

第五　解散及び清算第五　解散及び清算第五　解散及び清算第五　解散及び清算第五　解散及び清算

一　解散事由一　解散事由一　解散事由一　解散事由一　解散事由
　〇〇は、
（一）総会の議決
（二）定款に定めた存立期間の満了又は解

散事由の発生
（三）組合員の数が4人（事業連合では会

員が2）を下回った場合
（四）目的たる事業の成功の不能
（五）組合の合併
（六）組合の破産
（七）本法に定める設立の認証の取消に

よって解散するものとする。
二　解散組合の継続二　解散組合の継続二　解散組合の継続二　解散組合の継続二　解散組合の継続
一、（二）の場合においては組合員の3分
の2の同意により、（三）の場合において
は新たに組合員を加入させて〇〇法人を
継続させることができることとする。

三　継続の認証又は合併三　継続の認証又は合併三　継続の認証又は合併三　継続の認証又は合併三　継続の認証又は合併
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組合の継続に関する認証又は合併につい
て、所要の規定を整備する。

四　清算四　清算四　清算四　清算四　清算
1.清算手続について、所要の規定を整備す
る。

2.債務の弁済の順序
　出資金の払戻は、その余の債務の弁済をし
た後でなければ、してはならないことと
する。

3.債務を完済した解散後の組合に残存する
財産であって、就労創出積立金、教育積立
金、福祉目的基金に相当する金額は、解散
の議決又は定款の定めるところにより、
本法に基づいて設立された組合又は全国
非営利協同基金に帰属することとする。

第六　〇〇の連合会第六　〇〇の連合会第六　〇〇の連合会第六　〇〇の連合会第六　〇〇の連合会
　〇〇は、
1下記の連合会を設立することができること
とする。
（一）都道府県連合会
（二）全国連合会
2.都道府県連合会は、下記の事業を行うこ
ととする。
（一）〇〇の設立、定款変更、合併、解散

等に関する事務の代行
（二）〇〇の調査と研究
（三）〇〇の統一的監査
（四）都道府県の行政庁、使用者団体、労

働団体等に対する福祉、環境、地域振
興、就労政策等に関する提言及び当該
分野における協同

3.全国連合会は、下記の事業を行うことと
する。
（一）都道府県連合会に関する指導、調整、

連絡、調査及び研究
（二）都道府県連合会に関する統一的監査

（三）国の行政庁、使用者団体の全国組織、
労働団体の全国組織等に対する福祉、
環境、地域振興、就労政策等に関する
提言及び当該分野における協同

（四）全国非営利協同基金の管理
4.都道府県連合会及び全国連合会は、法人
とするものとする。

5. 都道府県連合会は都道府県を区域として
設立するものとし、全国連合会は全国を
区域として設立するものとする。

6.会員、管理、設立、解散及び清算は、組合
についての規定に準じて整備するものと
する。

第七　全国非営利協同基金第七　全国非営利協同基金第七　全国非営利協同基金第七　全国非営利協同基金第七　全国非営利協同基金
1.全国連合会は、第三、二一（積立金等）の
3に従って拠出される全国非営利協同基金
を管理することとする。

2.全国非営利協同基金は、当該連合会の非
課税所得とする。

3.全国非営利協同基金は、目的外使用を禁
止され、行政庁は流用の行われた年度に
遡及して非課税措置を取り消すことがで
きることとする。

第八　登記第八　登記第八　登記第八　登記第八　登記

一一一一一　組合の設立の登記においては、
（一）事業
（二）名称
（三）主たる事業所及び従たる事務所の所

在地
（四）出資1口の金額、払込の方法、出資

の総口数、出資の総額
（五）存立時期を定めたときは、その時期
（六）代表権を有する者の氏名、住所及び

資格
（七）公告の方法
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等の事項を記載しなければならないもの
とする。

二二二二二　組合の移転、変更、理事の職務執行停
止、解散、合併等に関する所要の規定を整
備する。

第九　監督第九　監督第九　監督第九　監督第九　監督
行政庁による監督手続は、行政の公開、組
合員による申立の保障を含めて所要の手
続を整備する。

第十　その他第十　その他第十　その他第十　その他第十　その他

一一一一一　他の協同組合法又は特定非営利活動促進
法に基づいて設立された法人が本要綱に
基づく協同組合への転換を望む場合に、
当該の協同組合が所定の転換手続きをな
すときは、その手続きが迅速化かつ簡易
に進められるべく所要の規定を整備する
こととする。

二二二二二　罰則その他所要の規定を整備する。


